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はじめに

平成 30 年 10 月 30 日 、水 道局 は 、当該局 発注 業務 の見 積り 合

わ せ に お い て 、 談 合 の 疑 い が あ る と し て 、 公 正 取 引 委 員 会 の 行

政 調 査 を 受 け た 。 ま た 、 同 局 職 員 が 契 約 に 係 る 情 報 を 漏 え い し

た可能 性が ある との 報道 があ った 。

本報 告書 は、知事 の命（ 平成 30 年 10 月 31 日）によ り設 置さ

れた「 調査 特別 チー ム」（長 谷川 副 知事、多羅 尾副 知事、梶原 政

策 企 画 局 長 、 遠 藤 総 務 局 長 、 武 市 財 務 局 長 及 び 中 嶋 水 道 局 長 ）

が 実 施 し た 職 員 の 非 違 行 為 の 有 無 に 関 す る 調 査 、 原 因 の 究 明 及

び再発 防止 策の 検討 結果 をと りま と めたも ので ある 。

調査に 際し ては 、水 道局 の職 員や 元 職員延 べ 1,200 名超 を対

象 と し た 事 情 聴 取 や チ ェ ッ ク シ ー ト に よ る 確 認 、 関 係 資 料 の 精

査等を 集中 的に 行っ た。

な お 、 現 時 点 で は 、 公 正 取 引 委 員 会 の 調 査 結 果 が 明 ら か に な

っ て い な い た め 、 本 報 告 書 は 、 現 在 ま で に 都 と し て 把 握 し た 情

報を基 に記 載し てい る。

平成 30 年 11 月

水道局 所管 委託 契約 に係 る談 合疑 い に関す る調 査特 別チ ーム
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Ⅰ 調査の概要

１ 事 実経 過

○ 平 成 30 年 10 月 30 日、 水道 局 が、当 該局 発注 の浄 水場 排水

処理施 設運 転管 理作 業委 託の 見積 り 合わせ にお いて 、談 合の 疑

いがあ ると して 、公 正取 引委 員会 に よる独 占禁 止法 第 47 条 に

基づく 行政 調査 を受 けた 。

○ ま た、同局 職員 が契 約に 係る 情 報を漏 えい した 可能 性が ある

との報 道が あっ た。

○ こ れを 受け 、都 では、知事 の指 示を受 けて 設置 され た「調 査

特別チ ーム 」の下 で 、総 務局 の特 別 監察及 び水 道局 のヒ アリ ン

グ等に より 、職員 の非 違行 為の 有無 に関す る調 査 、原 因の 究明

及び再 発防 止策 の検 討を 実施 する こ ととし た。

２ 調 査目 的

○ 水 道局 の７ つの 浄水 場に おけ る「浄水 場排 水処 理施 設運 転管

理作業 委託 」（ 複数 単価 契約 ）の 積 算価格 等の 取扱 いに 関す る

事実関 係の 解明 、原 因の 究明 及び 再 発防止 策の 検討

３ 調 査の 詳細

（１） 職員 に係 る調 査

ア 調 査の 全体 像

イ 各 調査 の内 容

関係部所長等による

職員ヒアリング

実施数 170 名

監察部門

事情聴取

実施数 31名

コンプライアンス推進部

特別監察

実施数 ４名

チェックシート

実施数 1,077 名

水道局 総務局
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イ 各 調査 の内 容

（ア） 水道 局調 査

ａ ヒ アリ ング 等

（ａ） 関係 部所 長等 によ る職 員ヒ ア リング

○ 平 成 23 年 度か ら平成 30 年度 ま での水 道局 の７ 浄水 場に

おける 当該 委託 業務 で設 計金 額等 を 知り得 た職 員 170 名 を

対象に 、関 係部 所長 等に よる 職員 ヒ アリン グを 実施 した（実

施状況 につ いて は、 表１ を参 照）。

○ 対 象職 員の 所属 は、 水道 局の ７ 浄水場 の他 、浄 水部 管理

課、浄 水課 、総 務部 主計 課、 経理 部 契約課 であ る。 対象 と

なる在 籍期 間は 、平 成 24 年 度分 か ら平成 30 年度 分の 契約

に従事 した 職員 、す なわ ち、 平成 23 年度か ら平成 29 年 度

の７年 間に 在籍 した 職員 とし てい る 。

【調査 の結 果】

○ 職 員１ 名（ 以下 「職 員Ａ 」と い う。） が、 平成 22 年 度

から平 成 25 年度 まで Ｘ浄 水場 にお け る設計 担当 の係 長と

し て 在 籍 し て い た 間 に 、 情 報 漏 え い を 行 っ た 事 実 を 認 め

たため 、（ ｂ） 監 察 部 門 に よ る 事 情 聴 取 の 対 象 者 と し た 。

○ 過 去 、 事 業 者 か ら 翌 年 度 の 契 約 に 関 す る 情 報 に つ い て

聞 か れ た こ と が あ る 職 員 が ３ 名 、 そ の こ と を 聞 い た 職 員

が１名 いる こと が判 明し た 。こ れら の職員 は、（ｂ ）監察

部門に よる 事情 聴取 の対 象者 とし た 。

○ そ の 他 の ヒ ア リ ン グ 対 象 者 に つ い て は 、 情 報 漏 え い 及

び 金 品 等 の 授 受 、 元 職 員 ・ 事 業 者 と の 不 適 切 な 接 触 な ど

は確認 でき なか った 。

表１ 関係 部所 長等 によ る職 員ヒ ア リング の実 施状 況
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（ｂ） 監察 部門 によ る事 情聴 取

○ 職 員Ａ の在 籍期 間も 含め 、平成 21 年度 から 30 年 度ま で

のＸ浄 水場 にお ける 当該 委託 業務 の 設計担 当者 、そ の管 理

監督者 及び その 他関 係職 員、計 19 名（元 職員 を含 む。）を

対象に 事情 聴取 を実 施し た（ 実施 状 況につ いて は、 表２ を

参照）。

○ ま た、（ａ）関係 部所 長等 によ る 職員ヒ アリ ング にお いて 、

事業者 から 契約 情報 につ いて 聞か れ たこと があ ると 証言 し

た職員 とそ の管 理監 督者 、計 12 名を 対象に 事情 聴取 を実 施

した（ 実施 状況 につ いて は、 表３ を 参照）。

○ 主 な聴 取項 目は 、① 受託 事業 者 への契 約情 報提 供の 有無 、

②事業 者か ら契 約情 報に つい て聞 か れた経 験の 有無 、③ 受

託事業 者か らの 金品 等の 授受 の有 無 、④事 業者 との 交友 関

係、⑤ 前任 者か らの 引継 内容 及び 後 任者へ の引 継内 容、 ⑥

職場に おけ る情 報漏 えい のリ スク 管 理及び 職員 への 指導 状

況（対 象：所 属長 ）、⑦ 事業 者か ら契 約情報 につ いて 聞か れ

たが、 拒否 でき た理 由（ 対象 ：事 業 者から 契約 情報 につ い

て聞か れた こと があ る職 員） であ る 。

【調査 の結 果】

○ 職 員 Ａ が 、 情 報 漏 え い の事 実 を 認 め た （ 供 述 概 略 は 表４

を参照 ）。

○ そ の 他 の 聴 取 対 象 者 に つい て は 、 情 報 漏 え い 、 金 品 等の

授受な どの 非違 行為 は確 認で きな か った。

○ ま た 、 前 任 か ら の 引 継 ぎ、 後 任 へ の 引 継 ぎ に 不 適 切 な内

容は確 認で きな かっ た。

表２ 監察 部門 によ る事 情聴 取の 実 施状況 ①
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表３ 監察 部門 によ る事 情聴 取の 実 施状況 ②

表４ 職員 Ａの 供述 概略 （事 情聴 取 日： 11 月２ 日）

ｂ チ ェッ クシ ート

○ 事 故が 発生 した 浄水 部関 係に 在 籍して いる 職員 のう ち、

病気等 の長 期不 在者 を除 く 1,077 名 を対象 に実 施し た（ 実

施状況 は表 ５を 参照 ）。

○ チ ェッ クシ ート は、記名 式に よ り、「過 去、自ら 事業 者に

予定価 格等 を漏 らし たこ とが ある 」、「事業 者か ら予 定価 格

等の提 供を 求め られ たこ とが ある 」 など、 汚職 に関 する 質

問等 32 項 目を 、○×方式 で記 入す る形式 で実 施し た。

○ 管 理職 が職 員の チェ ック シー ト をその 場で 確認 し、 汚職

等の非 違行 為の 有無 につ いて 把握 す るとと もに 、全 ての 項

目につ いて 理解 でき るま で繰 り返 し 指導し た。

【調査 の結 果】

○ 新 たな 情報 漏え いな どの 非違 行 為の事 実は 確認 でき なか

った。
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表５ コン プラ イア ンス に関 する チ ェック シー ト実 施状 況

（イ） 総務 局コ ンプ ライ アン ス推 進 部によ る特 別監 察

○ 職 員Ａ 及び 現在 の管 理監 督者 等 、以下 の４ 名（ 元職 員を

含む。）を 対象 に事 情聴取 を実 施し た結果 、職 員Ａ が情 報漏

えいの 事実 を認 めた 。

ａ 職 員Ａ

○ 事 故事 実の 解明 のた め、 情報 漏 えい時 の状 況や 金品 等の

授 受 に つ い て 聴 取 を 実 施 し た （ 聴 取 日 ： 11 月 ７ 日 、 ８ 日 、

12 日及び 16 日）。

○ 聴 取の 結果 、下 表の 供述 を得 た 。

表６ 供述 の概 略

ｂ そ の他 の職 員（ ３名 ）

○ 下 表の とお り調 査を 行っ た。

表７ 調査 の概 要
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（２） 当該 業務 に係 る調 査

ア 現 場位 置関 係

○ 調 査特 別チ ーム の事 情聴 取に お いて、情報漏 えい の事 実を

認めた 職員 Ａは、Ｘ浄 水場 の技 術課 排水処 理係 に所 属し てい

た。

○ 排 水処 理係 は、少人 数で 構成 さ れ、当 該係 のみ が排 水処 理

施設運 転管 理作 業委 託に 関す る業 務 に従事 して いた 。

○ 局 職員 は浄 水場 の管 理本 館に 常 駐し、排水処 理施 設運 転管

理作業 委託 の受 託事 業者 の社 員は、同一敷 地内 の排 水処 理所

に常駐 して いた 。

イ 当 該委 託契 約の 概要

○ 情 報漏 えい があ った との 証言 が あった 、浄水 場排 水処 理施

設運転 管理 作業 委託 の主 な業 務は、浄水処 理過 程で 発生 する

沈殿物 を脱 水処 理す る機 械の 運転 管 理を行 うも ので ある（ 浄

水場排 水処 理の イメ ージ は、 図１ を 参照）。

○ 排 水処 理施 設が 停止 した 場合、浄水場 全体 の機 能停 止を 招

くため 、重 要な 業務 であ る。

図１ 浄水 場排 水処 理イ メー ジ図
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ウ 当 該 委 託 契 約 の 決 定 プ ロ セ ス （ 秘 密 事 項 の 関 与 者 な ど 平 成

24 年４ 月１ 日時 点）

○ 当 該委 託契 約の 決定 プロ セス は 、浄水 場ご とに、排水 処理

業務の 担当 者に よる 設計・積 算か ら 始まり 、事 業所 内及 び本

庁での 協議 ・決 定を 経て いた 。

○ 具 体的 には 、Ｘ 浄水 場を 例に 挙 げると 、浄 水場 技術 課の ５

名及び 庶務 課の ４名 によ り当 該業 務 委託の 設計・積算 内容 が

決定さ れ、本庁 の浄 水部 に送 付さ れ る。次 に、本庁 の浄 水部

浄水課 の発 議に より 同課 の４ 名及 び 管理課 の４ 名、総 務部 主

計課の ３名 を経 て当 該業 務委 託の 実 施及び 契約 締結 部署 へ

の契約 依頼 が決 定さ れた 上で、経理 部４名 によ り契 約締 結手

続の開 始及 び予 定価 格等 が決 定さ れ る。

エ 契 約に 係る 情報 管理 の実 態

○ 排 水処 理施 設の 運転 管理 作業 委 託は、工事系 シス テム では

設計・積算 でき ない ため 、担 当者 は表 計算ソ フト（エ クセ ル）

を使用 して 設計 ・積 算及 び設 計書 の 作成を 行っ てい た。

○ ま た、積算 基準 や単 価表 は、鍵 のかか る書 庫に 保管 され て

いたも のの、浄水 施設 及び 排水 処理 担当の 職員 が自 由に 閲覧

できる 環境 にあ った 。

○ こ のた め、設計 の根 拠と なる 数 量の情 報を 入手 すれ ば、誰

でも設 計単 価か ら予 定価 格を 容易 に 類推で きる 状況 にあ っ

た。

４ 調 査に より 判明 した 事実

（１） 事故 に相 当す る事 実

○ 職 員Ａ は、 Ｘ浄 水場 の排 水処 理 係長で あっ た平 成 22 年 度か

ら平成 25 年度 まで の間 に、 複数 回 、Ｘ浄 水場 の排 水処 理施 設

運転 管 理 作業 を 受託 し て いた 受 託事 業者 Ｐ の Ｂ所 長 に対 し て、

複数 単 価 契約 に よる 翌 年 度の 設 計単 価に 関 す る情 報 を示 し た。

現時点 では 、職員 Ａが 、価格 情報 提 供の見 返り に便 宜供 与を 受

けた事 実は 確認 され てい ない 。

（２） 事故 の背 景

○ 浄 水 場 排 水 処 理 係 の 職 員 Ａ は 、 受 託 事 業 者 Ｐ の Ｂ 所 長 か ら

日 報 の 提 出 を 受 け る と と も に 、 前 日 の 排 水 処 理 や 設 備 の 稼 働
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状 況 及 び 当 日 の 予 定 な ど の 報 告 を 受 け 、 必 要 な 指 示 ・ 調 整 を

行 っ た 後 、 監 督 員 と し て 施 設 内 を 巡 回 し て い る 。 職 員 Ａ は 、

単 独 で 巡 回 の 途 上 で 、 ３ 階 事 務 室 に い る Ｂ 所 長 の と こ ろ に 寄

って、 業務 上の 意見 交換 をす るこ と も多か った 。

○ 設 計 単 価 の 積 算 は 排 水 処 理 係 の 担 当 業 務 と 位 置 付 け ら れ て

いた。設計・積算 部門 と施 行管 理部 門が同 一で ある ため 、常駐

してい る受 託事 業者 と日 常的 に接 触 してい る都 担当 者が 、設 計

単価を 知っ てい る状 態と なっ てい た 。

○ 職 員Ａ は、Ｘ浄 水場 で初 めて 排 水処理 の業 務に 就く こと とな

ったが 、部 下職 員や 上司 であ る技 術 課長の 十分 なサ ポー トが 得

られな いこ とか ら、Ｂ所 長か ら排 水 処理業 務の 内容 を詳 細に 至

るまで 教え ても らい 、業 務を 遂行 す ること とな った 。Ｂ 所長 は、

排水処 理設 備・機 器に 不具 合が 発生 した際 、不具 合の 大小 を問

わず、一所 懸命 に業 務に 向き 合い、適 切かつ 速や かに 対応 した 。

こうし たこ とか ら、職員Ａ は、Ｂ所 長に恩 義を 感じ 、頼 るよう

になり 、心 酔し てい った 。

○ 職 員Ａ には 、受託 事業 者Ｐ が契 約を取 って もら いた い 、受 託

事業者 Ｐに 任せ てお けば 安心 、とい う気持 ちが あっ た 。契 約の

切り替 えに 伴っ て受 託事 業者 が変 わ った場 合、次年 度か らの 排

水処理 の運 営が 滞る ので はな いか と いう不 安が あっ た。これ は、

自らの 職務 であ る受 託事 業者 の管 理 を適切 に行 い、排水 処理 業

務を円 滑に 遂行 して いけ ると は考 え なかっ た、とい うこ とだ と

認めら れる 。

○ 職 員Ａ は 、心 酔し てい るＢ 所長 から価 格を 聞か れた ので 、断

らなか った 。

○ 職 員Ａ は、Ｂ所 長が いた から こ そＸ浄 水場 は上 手く 運営 され

てきた と考 えて いた ので 、Ｂ 所長 か らの契 約情 報提 供の 依頼 に

対して 、こ れく らい の情 報は 問題 な いだろ うと の気 持ち から 漏

らして も構 わな いと 考え た。こ れは 、翌年 度も、排水 処理 業務

を円滑 に遂 行し てい くた めだ と認 め られる 。
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Ⅱ 当該委託業務の分析

１ 業 務の 性質

（１） 業務 の重 要性

○ 排 水処 理施 設は 、故障 等に より 停止し た場 合に 、浄水 場全 体

の機能 停止 を招 く重 要施 設で ある 。

○ 委 託業 務で は 、そ の排 水処 理施 設の根 幹を なす 、浄水 処理 過

程 で 発 生 す る 沈 殿 物 を 脱 水 処 理 す る た め の 機 械 の 運 転 管 理 等

を行っ てい る。

（２） 脱水 機の 特殊 性

○ 初 期型 の脱 水機 を昭 和 39 年 に 導入し たが 、浄 水場 の沈 殿物

を 処 理 す る た め の 脱 水 機 の 製 造 会 社 は １ 社 の み の 状 況 で あ っ

た。

○ そ の後 、様々 な脱 水機 が開 発さ れたが 、導入 期で あっ たこ と

や導入 数が 限ら れて いる こと から 、取扱い は数 社程 度の 製造 会

社のみ だっ た。

○ 昭 和 45 年 に水 質汚 濁防 止法 が 成立し 、排 水規 制が 強化 され

るとと もに 、環 境負 荷低 減の 観点 か ら発生 土の 有効 活用 が求 め

られた こと から 、現 在の よう な加 圧 脱水機 が開 発さ れた 。

２ 委 託の 経緯

○ 平 成 12 年 度以 前は 、現 在使 用 してい る高 性能 な加 圧脱 水機

は普及 して おら ず 、取 扱い 可能 な事 業者が いな いと 判断 し 、製

造会社 に特 命随 意契 約に より 、運 転 管理作 業を 発注 し て き た 。

○ そ の後 、同形 式の 脱水 機の 普及 が進み 、製造 会社 以外 の事 業

者も取 扱い が可 能と なっ たこ とに 加 え、全 庁的 な行 政改 革等 へ

の取組 も踏 まえ 、調 達の 経済 性を 高 めるた めに 、平 成 13 年 度

から指 名競 争見 積り 合わ せ方 式に 移 行した 。
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図２ 委託 の経 緯

※ 昭 和 45 年 水 質汚 濁防 止法 成 立

（浄水 場か らの 排水 が規 制さ れる た め、脱水 機の 更新 、導入 が必

要とな った 。）

○ 平 成 13 年 度か ら指 名競 争見 積 り合わ せ方 式に 移行 した が、

受 託 事 業 者 は 浄 水 場 ご と に 見 る と ほ ぼ 同 一 で 現 在 に 至 っ て い

る（関 連会 社へ の移 行や 社名 変更 等 による 受託 事業 者の 変更 は

あるが 、７ つの 浄水 場を ３社 が受 託 してい る。）。

３ 当 該委 託業 務及 び水 道局 にお け る類似 事例 の分 析

（１） 当該 委託 業務 に関 する 事業 者 へのヒ アリ ング

○ 同 一 事 業 者 に よ る 落 札 が 継 続 し た 受 注 者 側 の 事 情 等 を 把 握

するた め、こ れま での 入札 参加 者と 当該業 務委 託の 発注 条件 と

してい る営 業種 目に 登録 があ り、他 都市の 浄水 場に おけ る受 注

実績の ある 事業 者へ のヒ アリ ング を 実施し た。

○ ヒ アリ ング の結 果、製造 会社 等 及び連 続し て受 注す る会 社は 、

次の理 由に より 競争 上の 優位 性が あ るとの こと であ った 。

・機器 特性 に熟 知し てい ると とも に 、故障 時等 への 対応 が容 易

である 。

・ 常駐 作業 員の 継続 雇用 が可 能 である 。

・ 受注 を繰 り返 すこ とに より 積 算精度 が向 上す る。

○ ま た、排水 処理 施設 を含 めた 施 設の運 転管 理を 行う 業界 の特

性から も、同 一事 業者 の落 札が 続き やすい 環境 にあ ると のこ と

であっ た。

・全国 では 運転 管理 の委 託化 が進 行 してお り、新規 案件 の発 注

が継続 的に 行わ れて いる こと から、既委託 案件 に対 する 受注

獲得の イン セン ティ ブが 低い 。
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・新た に案 件を 受注 する ため には、作業員 を雇 用し 習熟 を図 る

必要が ある など 、初 期コ スト が高 い 。

（２） 水道 局に おけ る類 似事 例の 調 査

○ 排 水処 理施 設運 転管 理作 業委 託 単価契 約に 類似 する 委託 案

件が他 には ない か、 総点 検を 実施 し た。

○ 調 査対 象は 、平 成 29 年 度に お ける業 務委 託契 約、 全 562 件

のうち 、次 の項 目に 該 当 す る 59 件 （ 全 体 の 10. 5％ ） と し た 。

ア 毎 年実 施し てい る業 務委 託契 約 （ 100 万 円以 下を 除く 。）

イ 直 近の 契約 から ５年 間、 連続 し て同一 者が 落札 して いる

契約

○ 調 査対 象 59 件 につ いて 、次 の 点につ いて 点検 を行 った 。

① 受 託事 業者 が水 道局 施設 内に 常 駐して いる 案件 は 59 件 中

10 件

② 施 行管 理担 当職 員と 設計・積算 担当職 員が 同一 の者 であ る

案件は 59 件中 24 件

○ 調 査対 象の 59 件の うち 、① 、 ②双方 に該 当す るの は、 排

水処理 施設 運転 管理 作業 委託 以外 に はなか った 。
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Ⅲ 水道局における原因分析と再発防止策

１ 要 因・ 問題 点・ 背景

（１） 事故 から 直接 導か れる 事項

○ 現 時点 で、今回 判明 した 事故 に 係る分 析か ら導 かれ る要 因等

は、以 下の とお りで ある 。

・施行 管理 する 立場 の職 員が、積算 価格を 知り 得る 立場 であ る

ととも に、常 駐す る受 託事 業者 と日 常的に 顔を 合わ せる 関係

という 職場 環境 に問 題が あっ た。

・受託 事業 者の 責任 者の 経験 年数 に 対し、職員 Ａは 初め ての 業

務だっ たこ とか ら、当 該業 務に 関し 著しい 能力 のか い離 があ

り、過 度な 信頼 を寄 せる こと にな り 、必要 以上 に受 託事 業者

との距 離が 近く なっ た。

・職員 が過 去に 行っ た非 違行 為に つ いて、事後 に申 告す る機 会

が設け られ てい たに も関 わら ず、職 員Ａは 当該 非違 行為 を行

った後 、申 告し てい なか った 。過 去 の非違 行為 につ いて 、職

員が自 発的 に申 告す る仕 組み が機 能 してい なか った 。

・当該 契約 は、製 造会 社及 び連 続し て受注 する 会社 に優 位性 が

あると とも に、作業 員の 雇用 や業 務 習熟等 の必 要か ら、受託

事業者 の交 代が 起こ りに くい 業界 の 特徴が ある。入札 結果 は、

公募に よる 競争 の結 果と 認識 して き たが、より競 争性 を発 揮

させる ため の不 断の 見直 しが 不十 分 だった 。

（２） 局事 業の 構造 的な 面か ら推 測 される 事項

○ 事故 から 直接 導か れる 事項 の みなら ず、 水道 局の 構造 的な

要因等 に関 して も考 察を 行っ た。 そ こから 推測 され る事 項は

以下の とお りで ある 。

・水道 事業 は地 域独 占事 業で あり、業界へ の発 注は 水道 局か ら

の業務 がほ とん どを 占め るた め、企 業から の働 きか けを 受け

やすい 。ま た、 外部 から のチ ェッ ク が緩い 。

・現場 業務の かな りの 部分 を直 営か ら委託 に振 り替 えて きた た

め、局 職員だ けで は管 工事 や重 要機 器の修 理な どが 不可 能で

あり、日常 、有 事に 関わ らず、受託 事業者 と密 接な 調整 が必

要な職 場環 境で ある 。

・技術 職に つい ては 職種 が多 様で、かつ専 門の 業務 分野 が分 か
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れてい るた め、経験 を重 視し た異 動 となり 、所 属を 異動 して

も同じ 担当 業務 に従 事す るケ ース が 多いこ とか ら、業 務に 対

する新 しい 視点 やチ ェッ ク機 能が 入 りにく い。

２ 水 道局 にお ける 再発 防止 策

○ 事 故発 生局 であ る水 道局 では 、 今回判 明し た事 故に 係る 原因

分析や 構造 的な 問題 を踏 まえ 、現行 の汚職 等防 止対 策に 加え て、

新たな 再発 防止 策を 全庁 的な 取組 に 先行し て実 施し てい く。

【取組 内容 一覧 】

新たな 再発 防止 策

（１）

事故か ら直 接

導かれ る

事項の 改善 策

ア 排 水処 理作 業委 託の 抜本 的見 直 し

イ 積 算業 務は 本庁 で一 括す るこ と で、現場 業務 から

分離

ウ 情 報漏 えい 防止 のた めの 事業 者 側への 対策 強化

エ 職 員 の 自 発 的 な 非 違 行 為 の 申 出 を 促 す 仕 組 み づ

くり

（２）

局事業 の構 造的

な面か ら推 測

される 事項 の

改善策

ア 委 託の 設計・積算 をシ ステ ム化 し局内 の情 報管 理

を徹底

イ 委 託契 約情 報の 事後 公表 の拡 大

ウ 職 場内 で不 正を 発見 ・防 止す る 体制の 構築

エ 第 三者 コン プラ イア ンス 委員 会 の設置

【個別 の取 組内 容】

（１） 事故 から 直接 導か れる 事項 の 改善策             

ア 排 水処 理作 業委 託の 抜本 的見 直 し

（ア）排水 処理 担当 を廃 止し 担当 組 織を大 くく り化 する こと で適

切な施 行管 理を 徹底

○ 排 水処 理業 務に つい ては 、担 当 職員が 少な く、受託 事業 者

と一対 一に なり 得る 状況 であ る。

○ そ のた め、排水 処理 担当 と浄 水 施設担 当の 統合 によ り、担

当 組 織 を 大 く く り 化 し 、「 職 員 の 相 互 支 援 」、「 業 務 ロ ー テ ー
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ション 体制 の構 築」、「複 数名 での 受 託事業 者対 応の 徹底 」及

び「職 員の 専門 的ノ ウハ ウの 共有 」 を図る 。

＜実施 時期 （ス ケジ ュー ル） ＞

○ 平 成 31 年 度か ら実 施す る。

（イ） 受託 可能 な事 業者 の新 規参 入 を促進

ａ 入 札参 加条 件と 発注 仕様 の見 直 し

○ 入 札 参 加 条 件 と 発 注 仕 様 が 、 新 規 参 入 を 阻 害 し て い な い

かにつ いて 点検 を行 う。

○ よ り 多 く の 入 札 参 加 者 を 確 保 で き る よ う に 、 必 要 な 見 直

しを実 施し てい く。

○ ま た 、 排 水 処 理 施 設 運 転 管 理 作 業 委 託 に は 、 独 占 禁 止 法

等 の 法 令 違 反 が な い 旨 の 誓 約 書 提 出 を 入 札 参 加 条 件 と し 、

提 出 の な い 事 業 者 の 参 加 申 込 み は 無 効 と し 、 競 争 見 積 り 合

わせに 参加 させ ない 。

＜実施 時期 （ス ケジ ュー ル） ＞

○ 平 成 30 年 12 月 から 実施 する 。

ｂ 契 約方 法の 見直 し

○ 常 駐 作 業 員 の 雇 用 の 安 定 性 確 保 に つ な げ る た め 、 複 数 年

契約（ ５年 間） を導 入す る。

○ 参 入 障 壁 の 見 直 し に 伴 い 、 不 良 事 業 者 の 落 札 を 防 止 し 、

価 格 以 外 の 競 争 性 の 確 保 に よ る 談 合 防 止 に つ な げ る た め 、

総合評 価方 式を 導入 する 。

   

＜実施 時期 （ス ケジ ュー ル） ＞

○ 平 成 32 年 度契 約か ら実 施す る 。

   （ 評 価 基 準 の 検 討 ・ 策 定 、 評 価 手 続 き の 実 施 、 債 務 負 担 行

為の設 定の ため ）

イ 積 算業 務は 本庁 で一 括す るこ と で、現 場業 務か ら分 離

○ 現 在、受託 事業 者を 管理 監督 す る立場 の事 業所 職員 が積 算

結果を 把握 して いる が、今後 は委 託 業務の 積算 を本 庁で 実施

するこ とで 、委託 の積 算部 門と 施行 管理部 門を 切り 離し 、現
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場 で 受 託 事 業 者 を 管 理 監 督 す る 職 員 が 厳 格 管 理 情 報 （ 注 １ ）

を保持 しな い形 とす る。

○ な お、委託 業務 の施 行管 理は、従来ど おり 事業 所で 実施 す

る。

（注１ ）厳 格管 理情 報と は、予定 価 格や最 低制 限価 格等 、当 該

情 報 が そ の 時 点 で は 公 表 さ れ て い な い 契 約 事 務 に 係 る

情報を いう 。

＜実施 時期 （ス ケジ ュー ル） ＞

○ 平 成 30 年 12 月 から 実施 する 。

○ 排 水処 理施 設運 転管 理作 業の ほ か、水 道施 設の 維持 管理

作業な ど、 年間 300 件程 度実 施し て いく予 定で ある 。

ウ 情 報漏 えい 防止 のた めの 事業 者 側への 対策 強化

○ よ り多 くの 入札 参加 者を 確保 す るとと もに、不正 行為 に対

す る 受 託 事 業 者 へ の ペ ナ ル テ ィ と 入 札 結 果 の 監 視 体 制 の 強

化を図 るこ とに より、情報 漏え い及 び談合 の防 止に 対す る取

組を強 化す る。

（ア） 不正 行為 に対 する ペナ ルテ ィ 強化

○ 現 在、都で は入 札参 加者 がさ ぐ り行為（注 ２）を行 った が、

厳格管 理情 報の 入手 に至 らな かっ た 場合に おい て、注 意喚 起

のため に「 注意 書」を交 付し、これ が１年 間で ２回 行わ れた

場合、 指名 停止 の措 置を 行う こと と してい る。

○ 水 道 局 で は こ の 措 置 に 加 え 、「 注 意 書 」 の 交 付 が １ 回 目 の

場合に おい ても、交付 以後 １年 間に おいて 当該 事業 者が 指名

競争入 札等 に参 加申 込み を行 った 際 には、指名決 定を 保留 し

て調査 を実 施し、独占 禁止 法等 の法 令違反 がな い旨 の誓 約書

の提出 を求 める こと とす る。

○ 調 査の 結果、誓約 書の 提出 がな かった 場合 は入 札を 取り や

め、改 めて 契約 手続 をや り直 すこ と とする 。

  （ 注 ２ ） さ ぐ り 行 為 と は 、 厳 格 管 理 情 報 を 含 む 文 書 等 の 決 定

権 者 、 決 定 関 与 者 及 び 起 案 者 で は な い 者 が 、 厳 格 管 理

情 報 を 聞 き 出 そ う と し た り 不 正 に 入 手 す る 行 為 を い い 、

都にお いて 、平 成 29 年 10 月に 新た に定義 し、 規制 の
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対象と した 。

＜実施 時期 （ス ケジ ュー ル） ＞

○ 平 成 30 年 12 月 から 実施 する 。

（イ） 契約 締結 手続 の監 視体 制強 化

○ 現 在、 水道 局で は入 札契 約結 果 の検証 のた め、 次の 局

内委員 会を 設置 して いる 。

ⅰ 物 品契 約監 視委 員会

談合防 止を 目的 とし て、 物品 購入 契 約を対 象に 調査 ・

監視

ⅱ 工 事契 約監 視委 員会

情報漏 えい 防止 を目 的と して 、工 事 請負契 約を 対象 に調

査・監 視

○ 今 後、監視 体制 の機 能強 化を 図 るため 両委 員会 を統 合し 、

新たに 「契 約監 視委 員会 （仮 称）」 を設置 する 。

○ 「契 約監 視委 員会（仮 称）」の 委 員又は 幹事 会に は 、コ ン

プ ラ イ ア ン ス 専 管 組 織 （ 詳 細 は 後 述 ） の 職 員 も 加 え 、 コン

プライ アン スの 観点 から も監 査を 実 施する 。

○ さ ら に 、 課 長 級 に よ る 幹事 会 の 新 設 や 調 査 対 象 の 拡 大を

図るこ とに より 、契 約手 続の 監視 体 制強化 につ なげ てい く。

＜実施 時期 （ス ケジ ュー ル） ＞

○ 平 成 31 年 ４月 から 実施 する 。

エ 職 員の 自発 的な 非違 行為 の申 出 を促す 仕組 みづ くり

○ あ って はな らな いこ とで ある が 、万が 一誤っ て汚 職を 行っ

てしま った 場合 に、自 ら申 告す るイ ンセン ティ ブを 導入 する 。

○ 現 在、自発 的な 申告 があ った 場 合には 、懲 戒処 分の 処分 量

定を軽 減さ せる こと が可 能と なっ て いる。

○ 今 後は 、こ の内 容を 全職 員に 周 知する とと もに 、自 発的 な

申告が なか った 場合 には 、懲 戒処 分 の決定 に当 たり 、原 則と

して、 処分 量定 を加 重し て適 用す る ことと する 。

○ 本 取 組 の 実 施 に 当 た っ て は 、 自 己 申 告 面 接 時 （ 当 初 申 告 ）

に、全 職員に 申告 の有 無に よる 懲戒 処分の 量定 適用 を説 明し

た上で 、過去 に情 報漏 えい 等の 汚職 を行っ たこ とが ない かを
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確認す る（ 平成 30 年度 につ いて は 、 12 月 まで に実 施）。

○ そ の 上 で 、 全 職 員 が 毎 年 度 、「 汚 職 根 絶 に 関 す る 宣 言 書 」

にサイ ンす る。

○ 汚 職の 事実 が判 明し た場 合は 、申告の 有無 に応 じ、先述 の

とおり 懲戒 処分 の処 分量 定に 反映 さ せる。

＜実施 時期 （ス ケジ ュー ル） ＞

○ 平 成 30 年 12 月 から 実施 する 。

（２） 局事 業の 構造 的な 面か ら推 測 される 事項 の改 善策

ア 委 託の 設計 ・積 算を シス テム 化 し局内 の情 報管 理を 徹底

○ 現 在、 業務 委託 の積 算に 関す る 資料に 、事 業所 の職 員が

アクセ スで き、 予定 価格 を知 り得 る 職場環 境で ある 。

○ そ のた め、 水道 施設 の現 場作 業 を中心 とす る委 託業 務に

ついて は、 その 積算 をシ ステ ム化 す る。

○ 具 体的 には 、以 下の ３点 によ り 、セキ ュリ ティ の強 化を

図る。

   ・ 積 算 に 関 す る 資 料 の 外 部 へ の 持 ち 出 し が で き な い よ う に

する。

   ・ シ ス テ ム に 閲 覧 制 限 を か け る こ と で 、 積 算 担 当 者 以 外 に

よる予 定価 格の 類推 を防 止す る。

   ・操 作履 歴の 確認 を行 える よ うにす る。

＜実施 時期 （ス ケジ ュー ル） ＞

○ 平 成 31 年 度中 に実 施す る。

イ 委 託契 約情 報の 事後 公表 の拡 大

○ 現 在、都 の電 子調 達シ ステ ムで 契約手 続を 行う 全て の契 約

案件は 、入 札情 報サ ービ スに より、過去１ 年半 の落 札者 情報

を公表 して いる 。

○ 今 後は 、現 行の 取組 に加 え、一 定金額 以上 の業 務委 託に つ

いて、過去 ５年 間の 落札 額・入 札参 加者別 応札 額等 の情 報を

一覧表 によ り公 表す る。

○ 入 札行 動の 事後 的な 検証 を可 能 とする こと で、談 合の 抑止

力強化 を図 る。
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＜実施 時期 （ス ケジ ュー ル） ＞

○ 平 成 30 年 12 月 から 実施 する 。

ウ 職 場内 で不 正を 発見 ・防 止す る 体制の 構築

○ 事 業者 対応 が特 定の 職員 に偏 る ことな どに より、他の 職員

が 不 適 正 な 事 務 処 理 に 気 付 く こ と が 困 難 な 職 場 環 境 と な っ

ている 。

○ そ のた め、各職 場に おい て、こ れまで の汚 職防 止の 取組 に

加え、定期 的に 課や 担当 単位 で、職 員相互 が他 者の 視点 から

業務の 点検 を行 う仕 組み を構 築し、コンプ ライ アン ス意 識の

向上を 図る 。

○ 具 体的 には 、定期 的に「 職場 相 互点検 週間 」を設 定し 、チ

ェック リス トに 基づ き、文書 や机 周 り、ス ケジ ュー ル等 につ

いて課 内で 相互 点検 を実 施す る。

○ 所 属長 が、実 施結 果を コン プラ イアン ス専 管組 織へ 報告 す

る。

○ な お 、 本 取 組 は 、 設 計 や 起 工 、 契 約 な ど を 所 管 し て お り 、

情報の 厳格 管理 が求 めら れる 部署 か ら先行 して 導入 する 。

＜実施 時期 （ス ケジ ュー ル） ＞

○ 平 成 31 年 度か ら実 施す る。

エ 第 三者 コン プラ イア ンス 委員 会 の設置

○ 水 道事 業は 地域 独占 事業 であ り 、外部 からの チェ ック が緩

くなる 。

○ こ れま でも 独善 的な 経営 に陥 ら ないた めに、事業 運営 のあ

り方に つい ては 、外 部識 者で 構成 す る「東 京都 水道 事業 運営

戦略検 討会 議」など を通 じて 、幅 広い 意見・助言 をい ただ き、

事業運 営に 反映 して きた 。

○ 一 方で 、過 去２ 回の 汚職 事件 発 覚時に おい て、改善 策の 検

討や実 施状 況の 把握 は、局 内の 汚職 等防止 対策 本部 で行 って

おり、現在 では 、水 道局 内の「コ ンプ ライア ンス 推進 委員 会」

で取組 を推 進し てい るが、コン プラ イアン ス推 進の 側面 では 、

外部の 評価 を受 ける 機会 がほ とん ど ない状 況で ある 。

○ そ のた め、法曹 関係 者等 の有 識 者から なる 外部 委員 会（ ３

～４名 程度 を予 定）を設 置し、今回 の件の 再発 防止 策を はじ
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め、水 道局 の構 造的 な課 題を 踏ま え た、水 道局 全体 のコ ンプ

ライア ンス 強化 策の 検証 を行 う。

○ 「 外部 委員 会」の設 置と 併せ、当該委 員会 の円 滑な 運営 及

びコン プラ イア ンス 強化 策の 推進 の ため、水道局 内に 専管 組

織を設 置す る。

＜実施 時期 （ス ケジ ュー ル） ＞

○ 平 成 31 年 ４月 から 実施 する 。
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Ⅳ 都庁全体を俯瞰した視点からの分析及び取組の方向性

○ 事 故発 生局 であ る水 道局 の視 点 に加え 、都 庁全 体を 俯瞰 した

視点か らも 背景 ・原 因の 分析 及び 再 発防止 策の 検討 を行 った 。

１ 平成 26 年 度「 汚職等 防止 策検 討 結果報 告書 」に おけ る事 故の 背

景・原 因及 び再 発防 止策

事 故 の 原 因 ・ 背 景 再 発 防 止 策 （ 主 な も の ）

１ 情 報 管

理 的 側 面

に 起 因 す

る も の

（ １ ）契 約 に 係 る 事 務 処 理 の

不 適 正
１ 設 計 ・ 積 算 及 び 契 約 事 務 に

お け る 情 報 管 理 の 徹 底 及 び

事 務 の 標 準 化

・ 最 低 制 限 価 格 を 知 る 職 員 の

範 囲 を 限 定

・ 電 子 調 達 シ ス テ ム の 改 修

・ 契 約 事 務 に 係 る 情 報 管 理 の

ル ー ル 化

（ ２ ）設 計・積 算 及 び 契 約 に

係 る 情 報 管 理 の 不 徹 底

２ 職 場 管

理 的 側 面

に 起 因 す

る も の

（ １ ）執 務 室 内 の 情 報 セ キ ュ

リ テ ィ の 確 保

２ 汚 職 等 を 防 止 す る 職 場 づ く

り の 徹 底

（ １ ） 部 外 者 の 執 務 室 立 入 の

規 制 強 化

（ ２ ） 特 定 の 職 員 に 依 存 し な

い 執 行 体 制 の 確 保 （ ペ ア

制 の 徹 底 、 マ ニ ュ ア ル 整

備 、共 通 ス ケ ジ ュ ー ル 表 ）

（ ２ ）組 織 を 挙 げ た 汚 職 等 の

防 止 に 向 け た 仕 組 み 、 体

制 の 不 足

（ ３ ）職 員 配 置 の 硬 直 化 等 に

よ る 緊 張 感 の 欠 如

３ 技 術 系 職 員 の 適 正 な 人 事 管

理

３ 職 員 の

属 人 的 側

面 に 起 因

す る も の

（ １ ）守 秘 義 務 を は じ め と す

る 公 務 員 と し て 有 す る べ

き 規 範 意 識 の 欠 如

４ 守 秘 義 務 を は じ め と す る 服

務 規 律 遵 守 へ の 意 識 改 革

・ 公 務 員 倫 理 ・ 服 務 事 故 に 対

す る 意 識 向 上 に 向 け た 啓 発

（ ２ ）汚 職 等 防 止 研 修 な ど こ

れ ま で の 防 止 策 に よ る 意

識 啓 発 が 不 徹 底

５ 管 理 監 督 者 に よ る 職 場 管 理

の 充 実

・ 管 理 監 督 者 の「 見 抜 き 」「 気

付 き 」 力 の 向 上

・ 管 理 監 督 者 を 中 心 と し た コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 強 化

・適 切 な 事 業 者 対 応 の 徹 底（ 複

数 対 応 、 対 応 記 録 の 作 成 ）
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○ 平 成 26 年 度の「 再発 防止 策」で は、「１ 情 報管 理的 側面 に

起因す るも の」「２ 職 場管 理的 側 面に起 因す るも の」 につ い

ては、情報 管理 の徹 底、執 務室 立入 規制の 強化 、ペ ア制 の徹底

など、 制度 （ル ール ）・ 仕組 み（ シ ステム ）に 着目 した 具体 的

な対応 を講 じる 一方 で、「３ 職 員 の属人 的側 面に 起因 する も

の」に つい ては、主に、職員 の意 識 改革、管理 監督 者に よる 職

場管理 に委 ねて きた 。

○ し かし なが ら、 職場 環境 が変 化 し、職 員属 性も 変 化 す る 中 、

職員一 人一 人の 意識 や管 理監 督者 に 事故の 防止 を委 ねる こと

は必ず しも 十分 とは いえ ない 。ま た 、平成 18 年度 の汚 職等 防

止策で「事 業者 への 接し方 」が 原因 として 挙げ られ 、対 策が取

られて いた にも 関わ らず 、そ の後 に 事故が 起き たこ とを 考え る

と、こ うし た取 組で は不 十分 であ る 、と言 わざ るを 得な い。

○ 事 故の 防止 に向 けて は、職員 一 人一人 の意 識改 革と 管理 監督

者の適 切な 職場 管理 につ いて、より 具体的 、か つ、実 現可 能な

再発防 止策 を講 じて いく こと が重 要 であり 、こ のた めに は、「 ３

職員の 属人 的側 面に 起因 する もの 」に関す る原 因の 究明 を更 に

進めて いく こと が必 要で ある 。

○ そ こで 、平 成 26 年 度の 上記 ３ つの視 点に 、下 の「 不正 行為

の３つ の要 素」の視 点を 加え、更な る 原因の 究明 を行 って いく 。

１ 機 会 不 正 を い つ で も で き る 職 場

環 境

２ 動 機 不 正 を し よ う と 考 え た 理 由

３ 正 当 化 良 心 の 呵 責 を 乗 り 越 え て し

ま う こ と

※「不正のトライアングル理論」

（米国の犯罪学者 D.R.クレッシーによる）

【不正行為の３つの要素】
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２ 再 発防 止策 の方 向性

３ つ の
要 素 確 認 さ れ た 事 実 ・ 原 因 再 発 防 止 策 の 方 向 性

① 機 会

○ 設 計 ・ 積 算 部 門 と 施

行 管 理 部 門 が 同 一 で あ

っ た た め 、 受 託 事 業 者

と 日 常 的 に 接 触 し て い

る 都 担 当 者 が 設 計 単 価

を 知 っ て い た 。

○ 都 の 排 水 処 理 係 職 員

が 、 常 駐 す る 受 託 事 業

者 の 現 場 担 当 者 と 、 単

独 で 接 触 す る 機 会 が 多

か っ た 。

○ 厳 格 管 理 情 報 の 適 正 管 理

の 徹 底

○ 適 切 な 業 者 対 応 の 徹 底

② 動 機

○ 受 託 事 業 者 Ｐ の Ｂ 所

長 に は 恩 義 を 感 じ て い

た 。

○ 業 者 が 変 わ る こ と

で 、 次 年 度 か ら の 排 水

処 理 の 運 営 が 滞 る の で

は な い か と い う 不 安 が

あ っ た 。

○ 適 正 な 仕 様 書 作 成 の 徹 底

○ 適 正 な 職 務 遂 行 の 確 保

（ １ ） 職 務 理 解 の 徹 底

（ ２ ） 職 員 育 成 の 充 実

③ 正 当 化

○ こ れ く ら い の 情 報 は

問 題 な い だ ろ う と の 気

持 ち か ら 、 情 報 を 提 供

し た 。

○ 初 め て の 業 務 の 内 容

を 教 え て も ら っ た ほ

か 、 適 切 か つ 速 や か に

排 水 処 理 業 務 に 対 応 し

た 受 託 事 業 者 の 所 長 を

頼 っ て い っ た 。

○ 公 務 員 倫 理 の 徹 底

○ 上 司 の 部 下 指 導

（ 部 下 の 状 況 を 正 し く 認 識 ）

１情報管理

的側面

２職場管理

的側面

３職員の属

人的側面

３職員の属

人的側面



- 23 -

３ 全 庁に おけ る再 発防 止策 の取 組

○ 汚 職等 防止 部会 を立 ち上 げ、全 庁点検 及び 具体 的な 再発 防止

策の検 討を 行っ てい く。

ア 全 庁点 検

調 査 特 別 チ ー ム の 調 査 か ら見 え て き た 、 全 庁 で も 同 様 のリ

ス ク が あ る と 思 わ れ る 事 項 につ い て は 、 今 後 、 全 庁 点 検 を実

施して いく 。

イ 具 体的 な再 発防 止策 の検 討

「 ２ 再 発 防 止 策 の 方 向 性」 に 基 づ き 、 全 庁 点 検 の 状 況も

踏まえ て、 具体 的な 検討 を行 って い く。
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Ｖ まとめ

○ 今 回 判 明 し た 事 故 は 、 Ｘ 浄 水 場 の 排 水 処 理 係 長 で あ っ た 職 員

Ａが、 在籍 して いた 平 成 22 年度 か ら平 成 25 年度 まで の間 に、

複 数 回 、 当 該 浄 水 場 の 排 水 処 理 施 設 運 転 管 理 作 業 を 受 託 し て い

た 受 託 事 業 者 に 対 し て 、 複 数 単 価 契 約 に よ る 翌 年 度 の 設 計 単 価

に関す る情 報を 示し てい たも ので あ る。

○ 職 員 Ａ は 、 受 託 事 業 者 の 施 行 管 理 も 行 っ て お り 、 日 頃 か ら 受

託 事 業 者 へ の 信 頼 を 寄 せ て い た こ と も 、 情 報 漏 え い の き っ か け

と な っ て い る な ど 、 水 道 局 に お け る 情 報 管 理 体 制 だ け で な く 、

業務の 施行 管理 体制 の問 題点 も浮 き 彫りと なっ た。

○ 都 では 、こ れま でも 、各 種の 取 組を進 めて きた とこ ろで ある

が、事 故発 生局 であ る水 道局 にお い ては、 今回 の事 故が 発生 し

た背景 や経 緯等 を踏 まえ 、事 故か ら 直接導 かれ る事 項の みな ら

ず、局 事業 の構 造的 な面 から 推測 さ れる事 項に つい ても 改善 策

を先行 して 実施 して いく 。

○ あ わせ て、 都庁 全体 を俯 瞰し た 視点か らも 、背 景・ 原因 を分

析し、 その 上で 再発 防止 策に つい て は今後 、具 体的 な検 討を 行

ってい く。

○ 水 道局 では 、平 成 24 年 ９月 に 飲食接 待等 を受 けた 職員 が逮

捕・起 訴さ れる 事件 が、ま た、平成 26 年９ 月に 職員 が元 職員 及

び工事 業者 に情 報漏 えい をす ると い う事件 が立 て続 けに 発生 し

たにも 関わ らず 、今 回の 事故 が発 覚 したこ とは 、都 民の 方々 や

お客さ まの 信頼 を大 きく 傷つ ける も のであ り 、誠 に遺 憾で ある。

○ 今 後は 、全 庁レ ベル で点 検を 行 い、再 発防 止に 向け た取 組を

実施し た上 で、 職員 一人 一人 が「 全 体の奉 仕者 」と して の原 点

に立ち 返り 、こ のよ うな 不祥 事を 二 度と起 こさ ず、 職責 を全 う

してい くこ とが 、都 民の 方々 やお 客 さまに 対す る責 務で あり 、

信頼回 復に 向け た唯 一の 方途 であ る 。

○ 公 正 取 引 委 員 会 に よ る 行 政 調 査 は 継 続 中 で あ る た め 、 都 と し

て も 必 要 に 応 じ て 調 査 を 続 け 、 今 後 、 公 正 取 引 委 員 会 の 調 査 が

完 了 し 、 結 果 が 公 表 さ れ 次 第 、 最 終 報 告 書 を と り ま と め 、 必 要

な措置 を講 じる こと とす る。

○ な お 、 職 員 の 処 分 に つ い て は 、 公 正 取 引 委 員 会 の 調 査 状 況 を

勘案し なが ら、 今後 厳正 に対 処し て いく。
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